
母子・父子家庭の皆さん�

更新手続きを�
お忘れなく！�

�

「
母
子
・
父
子
家
庭
等
」
に
該

当
す
る
人
は
、
福
祉
医
療
費
受
給

資
格
者
証
を
交
付
し
ま
す
。
７
月

31
日
　
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。現

在
該
当
の
人
へ
、
７
月
中
に

通
知
を
発
送
し
ま
す
。

新
し
い
受
給
者
証
の
有
効
期
間

は
、
平
成
25
年
８
月
１
日
〜
26
年

７
月
31
日
で
す
。（
※
平
成
７
年

４
月
２
日
〜
８
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
子
ど
も
は
、
平
成
26
年
３
月

31
日
ま
で
）

２2013.７

▼
資
格
要
件

・
18
歳
未
満
の
子
ど
も
（
18
歳
に

達
す
る
日
以
後
、
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
）
を
扶
養
し
て
い
る
母

子
・
父
子
家
庭

・
18
歳
未
満
で
父
母
の
い
な
い
子

ど
も
（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
）

＊
い
ず
れ
も
前
年
度
所
得
税
が
非

課
税
の
人
（
法
改
正
に
よ
り
年
少

扶
養
控
除
お
よ
び
特
定
扶
養
控
除

が
廃
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
廃
止

が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
計
算
さ

れ
た
所
得
税
が
０
円
と
な
る
場
合

は
、
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
な

い
も
の
と
み
な
し
ま
す
。）

な
お
、
事
実
上
の
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
人
は
該
当
に

な
り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

①
健
康
保
険
証
　
②
印
鑑

③
平
成
25
年
度
の
所
得
の
証
明
書

（
平
成
24
年
中
の
所
得
と
控
除
が

わ
か
る
も
の
）
※
１
月
１
日
以
降

に
吉
岡
町
へ
転
入
し
た
人

④
戸
籍
謄
本
（
本
籍
地
が
吉
岡
町

で
な
い
人
）

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課
保
険
室

牲
26
・
２
２
４
９
（
直
通
）

医
療
費
の
自
己
負
担
分
が
無
料�
福
祉
医
療
制
度�

「
子
ど
も
」「
重
度
心
身
障
害
者

（
高
齢
重
度
障
害
者
を
含
む
）
」

「
母
子
・
父
子
家
庭
等
」
を
対
象

に
、
保
険
医
療
費
の
自
己
負
担
分

を
助
成
し
ま
す
。

県
内
の
医
療
機
関
に
か
か
る
場

合
、
健
康
保
険
証
と
一
緒
に
「
福

祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
」
を
提

示
す
る
と
、
自
己
負
担
が
無
料
に

な
り
ま
す
。

福祉医療費制度の対象者�
区 分 対 象 者

重度
心身障害者
高齢重度
障害者含む

母子・父子
家庭等

子ども ０歳～中学校３年生まで

障害年金１級

療育手帳A判定

特別児童扶養手当１級

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律施行
令第１条第３号に規定する精神通
院医療適用者
※精神通院のみ

・母子・父子家庭で、18歳未満の児
童を扶養している母子・父子家庭
・両親のいない子(18歳未満)
※所得税非課税者

身体障害者手帳１・２・３級
※３級は入院のみ

福
祉
医
療
費
制
度�

と
は�

適
切
な
ご
利
用
を

お
願
い
し
ま
す

医
療
費
無
料
化
の
対
象
の
人
へ

中
学
生
ま
で
の
医
療
費
無
料
化

制
度
は
、
社
会
全
体
で
子
ど
も
を

支
え
る
た
め
、
み
な
さ
ん
の
税
金

で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

将
来
に
わ
た
り
維
持
し
て
い
く

た
め
に
、
制
度
の
仕
組
み
や
目
的

を
ご
理
解
の
う
え
、
受
診
さ
れ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

緊
急
時
の
電
話
相
談
先

子
ど
も
の
具
合
が
悪
く
な
っ
た

と
き
、
す
ぐ
に
受
診
し
た
ほ
う
が

よ
い
か
、
家
庭
で
ど
の
よ
う
に
対

処
し
た
ら
よ
い
か
、
保
健
師
や
看

護
師
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

群
馬
こ
ど
も
緊
急
相
談

牲

♯
８
０
０
０

▼
相
談
受
付
時
間

〜

午
後
６
時
〜
翌
朝
午
前
８
時

年
末
年
始

午
後
９
時
〜
翌
朝
午
前
８
時

ダ
イ
ヤ
ル
回
線
、
Ｉ
Ｐ
電
話
は
、

牲
０
３
・
５
５
２
４
・
８
１
３
５

※
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。

月�日�
祝�
土�

水�
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国
民
年
金
に
は
、所
得
が
少
な
く
、

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
に
、

一
定
の
基
準
に
よ
り
保
険
料
が
免
除

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

30
歳
未
満
の
人
に
は
、
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
若
年
者
納
付
猶
予

制
度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
や
若
年
者
納
付
猶
予
の
申
請

を
す
る
と
、
本
人
・
配
偶
者
お
よ
び

世
帯
主
（
若
年
者
納
付
猶
予
で
は
世

帯
主
は
除
く
）
の
前
年
の
所
得
を
基

準
に
審
査
が
行
わ
れ
、
承
認
さ
れ
る

と
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
の
全
部
ま

た
は
一
部
が
免
除
（
若
年
者
納
付
猶

予
で
は
全
額
納
付
が
猶
予
）
さ
れ
ま

す
。

一
部
免
除
に
は
、
３
／
４
免
除
、

半
額
免
除
、
１
／
４
免
除
が
あ
り
、

所
得
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
免
除

の
申
請
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
一
部
免
除
に
承
認
さ
れ

た
場
合
は
、
残
り
の
保
険
料
を
納
め

な
い
と
未
納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま

す
の
で
忘
れ
ず
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。保

険
料
の
免
除
ま
た
は
若
年
者
納

付
猶
予
の
申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年

必
要
で
す
。
今
ま
で
全
額
免
除
ま
た

は
若
年
者
納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け

て
お
り
継
続
申
請
を
し
て
い
な
い

人
、
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い

た
人
は
、
６
月
で
承
認
期
間
が
切
れ

て
い
ま
す
。

引
き
続
き
免
除
や
猶
予
を
希
望
す

る
場
合
に
は
、
忘
れ
ず
に
役
場
健
康

福
祉
課
ま
た
は
渋
川
年
金
事
務
所
で

申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
保
険
室
　

牲
26
・
２
２
４
９
（
直
通
）

渋
川
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

牲
22
・
１
６
０
７

国
民
年
金

保
険
料
免
除
を
希
望
の
人
、申
請
を
お
忘
れ
な
く

保
険
医
療
機
関
な
ど
の
受
付
で
提

示
す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
」
が
８
月
１
日
か
ら
新
し
く
な

り
ま
す
。

緑
の
新
し
い
保
険
証
が
、
７
月
中

に
郵
送
さ
れ
ま
す
。
８
月
以
降
、
今

ま
で
の
茶
色
の
保
険
証
は
使
え
ま
せ

ん
。

自
己
負
担
割
合
に
つ
い
て

平
成
26
年
７
月
末
ま
で
の
自
己
負

担
割
合
は
、
同
一
世
帯
の
被
保
険
者

の
平
成
25
年
度
の
住
民
税
課
税
所
得

に
よ
り
判
定
さ
れ
ま
す
。

●
課
税
所
得
が
…

１
４
５
万
円
以
上
　
３
割
負
担

１
４
５
万
円
未
満
　
１
割
負
担

※
こ
の
判
定
で
３
割
負
担
に
該
当
す

る
人
で
も
、
平
成
24
年
中
の
収
入
額

が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
申
請
に
よ
り
１
割
負
担
と
な
り
ま

す
。

①
被
保
険
者
が
同
一
世
帯
に
１
人
で

収
入
額
が
３
８
３
万
円
未
満

②
被
保
険
者
が
同
一
世
帯
に
２
人
以

上
で
、
収
入
額
合
計
が
５
２
０
万
円

未
満

③
同
一
世
帯
に
70
〜
74
歳
の
人
が
い

る
場
合
、
そ
の
人
と
被
保
険
者
の
収

入
額
合
計
が
５
２
０
万
円
未
満

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
に
つ
い
て

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
被
保
険
者

は
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
に
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を

提
示
す
る
と
医
療
費
の
窓
口
負
担
や

食
事
代
な
ど
の
自
己
負
担
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

現
在
お
持
ち
の
認
定
証
の
有
効
期

限
は
、
平
成
25
年
７
月
31
日
で
す
。

引
き
続
き
軽
減
を
受
け
る
に
は
、
８

月
中
に
新
し
い
認
定
証
の
交
付
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
保
険
室

牲
26
・
２
２
４
９
（
直
通
）

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
会

牲
０
２
７
・
２
５
６
・
７
１
２
５

後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証

『
緑
』の
保
険
証
が
郵
送
で
届
き
ま
す
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平
成
24
年
８
月
に
「
子
ど
も
・
子

育
て
関
連
３
法
」
が
成
立
し
、
平
成

27
年
４
月
か
ら
「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
新
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す
。
計

画
の
策
定
、
実
施
な
ど
に
つ
い
て
審

議
を
行
う
た
め
、
吉
岡
町
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
を
設
置
し
ま
す
。

会
議
で
は
、
教
育
・
保
育
施
設
や

地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
定
員
を
定

め
る
際
や
、
市
町
村
計
画
を
策
定
・

変
更
す
る
際
に
も
、
ご
意
見
を
い
た

だ
く
予
定
で
す
。

25
年
度
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
計
画
策
定
に
向
け
て
の
ニ
ー

ズ
調
査
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
策
に
関

心
が
あ
り
、
委
員
と
し
て
会
議
に
参

加
し
て
い
た
だ
け
る
人
を
募
集
し
ま

す
。

▼
応
募
資
格

①
〜
④
全
て
に
該
当
す
る
人

①
20
歳
以
上
70
歳
未
満

②
子
育
て
経
験
が
あ
る

③
町
内
在
住

④
平
日
の
会
議
に
出
席
で
き
る

▼
募
集
人
数

２
人

▼
締
切

７
月
31
日

▼
応
募
方
法

応
募
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
載
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送
。

応
募
用
紙
は
健
康
福
祉
課
福
祉
室
窓

口
に
あ
り
ま
す
。（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。）

※
提
出
書
類
の
返
還
は
で
き
ま
せ

ん
。

▼
提
出
・
問
合
せ
先

〒
３
７
０
ー
３
６
９
２

吉
岡
町
大
字
下
野
田
５
６
０
番
地

健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）

吉
岡
町
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
委
員
を
募
集

ご
意
見
く
だ
さ
い

町
の
子
ど
も
を
育
て
る
た
め
に

吉
岡
町
お
も
て
な
し
講
習
会

吉
岡
町
の
観
光
を
考
え
る
会

「
お
も
て
な
し
」っ
て
ど
ん
な
こ
と

10
月
〜
12
月
の
三
ヵ
月
間
に
わ
た

り
”グ
グ
っ
と
ぐ
ん
ま
観
光
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
“が
開
催
さ
れ
ま
す
。

お
も
て
な
し
の
行
き
届
い
た
魅
力

あ
る
ま
ち
を
目
指
し
、
講
習
会
を
行

い
ま
す
。「
お
も
て
な
し
」
に
つ
い

て
楽
し
く
学
ぶ
講
習
会
の
あ
と
は
、

町
の
観
光
を
考
え
る
人
で
座
談
会
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
期
日

８
月
28
日

▼
時
間

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

▼
場
所

役
場
２
階
大
会
議
室

▼
対
象
者

・
町
内
で
接
客
を
し
て
い
る
人

・
町
の
観
光
振
興
に
興
味
が
あ
る
人

（
一
般
の
人
の
参
加
も
可
）

▼
講
師

「
群
馬
女
将
の
会
」
の
女

将
さ
ん

▼
募
集
人
員

50
人
（
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
）

▼
参
加
費
用

無
料

▼
申
込
締
切

８
月
22
日

▼
申
込
方
法

団
体
名
（
施
設

名
）
・
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
を

明
記
の
上
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー

ル
ま
た
は
電
話

▼
申
込
・
問
合
せ
先

産
業
建
設
課
産
業
振
興
室

牲
26
・
２
２
８
０
（
直
通
）

54
・
８
６
８
１

to
sh
iken

@
to
w
n
.yo
sh
io
ka.

gu
n
m
a.jp

水�

木�

水�

雑
草
な
ど
を
生
い
茂
っ
た
ま
ま
放

置
し
て
お
く
と
、
野
生
動
物
の
絶
好

の
隠
れ
場
所
や
、
火
災
・
病
害
虫
・

交
通
事
故
な
ど
の
発
生
原
因
と
な
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

周
囲
の
耕
作
地
や
住
宅
地
に
迷
惑

と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
除
草
な
ど
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
農
業
委
員
会
で
は
、
本
年
度
も
耕

作
放
棄
地
調
査（
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
）

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

産
業
建
設
課
農
業
委
員
会
事
務
局

牲
26
・
２
２
８
０
（
直
通
）

農
地
の
保
全
管
理

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
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平
成
25
年
７
月
８
日
か
ら
、
外
国

人
住
民
に
つ
い
て
も
住
民
基
本
台
帳

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
住
基
ネ

ッ
ト
）
の
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
外
国
人
住
民
の
住

民
票
に
住
民
コ
ー
ド
を
記
載
し
、
７

月
上
旬
に
住
民
票
コ
ー
ド
通
知
票
を

該
当
の
世
帯
に
発
送
し
ま
す
。
届
い

た
通
知
票
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

運
用
が
開
始
さ
れ
る
と
、
お
住
ま

い
の
市
区
町
村
以
外
で
の
住
民
票
の

写
し
の
交
付
や
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
作
成
な
ど
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
ま
た
一
部
行
政
機
関
で
、
住
民
票

の
写
し
の
提
出
の
省
略
が
可
能
と
な

る
な
ど
、手
続
が
簡
略
化
さ
れ
ま
す
。

住
基
ネ
ッ
ト
の
運
用

外
国
人
住
民
の
人
に
も
適
用
さ
れ
ま
す

「
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
」
資
格
の
制
度
改
正
に
よ
り
、

資
格
の
有
効
期
限
が
５
年
と
定
め
ら

れ
ま
し
た
。

本
年
度
が
期
限
と
な
る
責
任
技
術

者
は
講
習
の
受
講
が
必
要
で
す
。
講

習
を
受
講
し
な
い
と
資
格
が
失
効
と

な
り
ま
す
。
町
内
の
指
定
工
事
店
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
自
社
の
責
任
技

術
者
の
資
格
更
新
の
状
況
な
ど
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課
町
民
サ
ー
ビ
ス
室

牲
26
・
２
２
４
４
（
直
通
）

▲写真付き住基カードのイメージ

�

▼
受
講
日

８
月
23
日
　
、
９
月
27

日
　
（
い
ず
れ
か
１
日
）

▼
対
象
者

平
成
20
年
度
に
群
馬
県

下
水
道
協
会
（
旧：

日
本
下
水
道
協

会
群
馬
県
支
部
）
の
責
任
技
術
者
更

新
（
経
過
措
置
）
講
習
を
受
講
し
た

人
お
よ
び
平
成
20
年
度
に
同
協
会
に

よ
る
責
任
技
術
者
資
格
認
定
共
通
試

験
に
合
格
し
、
責
任
技
術
者
証
の
交

付
を
受
け
た
人

※
対
象
者
に
は
自
宅
へ
書
類
が
郵
送

さ
れ
ま
す

▼
申
込
締
切

７
月
31
日
　

▼
問
合
せ
先

上
下
水
道
課
下
水
道
室

牲
26
・
２
２
８
４
（
直
通
） 水�

金�

金�

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
査
を
、
毎
月

14
日
か
ら
１
週
間
程
度
（
土
日
を
含

む
）
行
っ
て
い
ま
す
。（
天
候
な
ど
に

よ
り
多
少
日
が
ず
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。）

メ
ー
タ
ー
は
水
道
料
金
を
算
出
す

る
た
め
だ
け
で
な
く
、
漏
水
の
発
見

に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。

夏
場
は
草
が
繁
茂
し
、
メ
ー
タ
ー
ボ

ッ
ク
ス
が
見
付
か
ら
な
い
な
ど
検
針
の

妨
げ
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

い
つ
で
も
見
や
す
い
状
態
を
保
つ
よ

う
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
周
辺
の
草
や
木
を
除
去

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
も
の

を
置
か
な
い

・
犬
は
、
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
や
入

口
か
ら
離
れ
た
場
所
に
つ
な
ぐ

▼
問
合
せ
先

上
下
水
道
課
上
水
道
室
　

牲
54
・
１
１
１
８
（
直
通
）

「広報よしおか６月号」９ページ、下水道排水設備工事指定店一覧表の、小林商会さん(小倉)
の電話番号が誤っていました。正しくは25－8972です。
今後このようなことのないよう十分注意いたしますとともに、深くお詫び申し上げます。

訂正と
お詫び


